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重度障害者加算対象者等の照会について（通知）

日頃より本市の障害福祉行政に御理解、御協力いただき、厚くお礼申し上げます。
さて、相模原市民間福祉施設等運営費助成申請書の添付書類にて、「重度障害者加算／重症心身障害者加算対象者について（照会）」の提出を求めているところですが、以下のとおり取り扱いますので、ご留意くださいますようお願いいたします。

１照会不要な対象者
（１）前年度含め既に回答を得られているもの（当該障害支援区分の有効期間は判定結果が有効となるため（再判定を行った場合を除く））
（２）同法人内で既に回答を得られているもの。　　
２照会する必要のある対象者
（１）新規利用等により、当該加算の対象となることが見込まれるもの
（２）既に回答を得た利用者の「支援区分有効期間」が終了するもの
（３）障害支援区分の再判定を行ったもの
３照会期間
通年
4変更日
令和８年４月
5照会の送付先
〒252-5277
　相模原市中央区中央2-11-15
　　相模原市役所　高齢・障害者支援課　障害認定・給付班

以　上

＜お問い合わせ先＞　
健康福祉局地域包括ケア推進部　
高齢・障害者支援課 障害認定・給付班　
０４２－７６９－８２７２　
